
歯科口腔保健に関する使用法や解釈に混乱等がある用語に関する本会としての

考え方 

 

歯科口腔保健に関する情報は、口腔衛生学会会員を含む歯科口腔保健の関係者はもちろ

ん、行政機関、歯科口腔を専門としていない保健医療福祉関係者、教育関係者、マスメディ

ア、インターネット等、さまざまな場や媒体を通して特定あるいは不特定の国民に向け発信

されている現状にある。発信されている情報には、さまざまな用語が使用されており、中に

は使用法や解釈に混乱が生じていたり、違和感や疑問をもたざるを得ないものもある。 

 今回、本学会用語委員会では、使用法や解釈に混乱があると判断した用語を下記のとおり

いくつかとりあげ、解説を試みるとともに、一部の用語については使用法について提案等を

行うこととした。 

 学術論文執筆、書籍（教科書、雑誌、新書等）の編集、行政文書の作成、新聞記事の執筆、

インターネット等でのコンテンツ（動画等）配信などの際に、広く活用していただければ幸

いである。 

なお、中には、既に他の学会や世間一般に普及し定着している使用法や解釈がある用語も

含まれているかもしれない。関係各位に対し、ここで示した考え方に従うことを強制するも

のではないことをお断りしておきたい。特に「日本口腔衛生学会誌」へ投稿された論文にお

ける用語の使用法や解釈の妥当性については、本学会編集委員会において判断されること

を申し添える。 

用語の使用法や解釈は時間の経過とともにさまざまな理由で変化していく可能性もある

ことから、今後必要に応じ改訂を行うほか、対象用語を増やすなどしてブラッシュアップさ

せ、有意義な資料としていきたいと考えている。 

記 

  １．現在歯と残存歯 

  ２．速食いと早食い 

３．検診と健診 

  ４．糖質関連用語 
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１．現在歯と残存歯 

歯の全部，または一部が口腔内に現れたもの示す用語として「現在歯」（present 

teeth）が用いられているが，特に高齢者歯科保健において，喪失せずに残っている歯を

意味する用語として「残存歯」(remaining teeth もしくは residual teeth)と表現する

場合がある。実際に，PubMed, 医学中央雑誌，Google Scholar等の文献検索エンジンで

は，両方の用語にヒットするなど，学術用語としての統一はなされていないのが現状であ

る。 

「残存歯」を用いる背景として，加齢に伴い右肩あがりで喪失歯数が増加する傾向があ

る中，従前であればその増加ペースも速く，その結果，高齢者ともなると，喪失歯数が口

腔内に存在する歯数を大幅に上回っていた者が相当多数存在していたことが指摘できる。

かつて高齢者は多くの歯を喪失している状況が普通であり，「残り」という言葉が状況に

マッチし，「残存歯」という表現が感覚的に相応しかったのであろう，という見解も示さ

れている 1)。他方，学校保健安全法に基づく定期学校健康診断における児童・生徒の健康

診断票（歯・口腔）では「現在歯」となっており 2)，仮にこれを「残存歯」に置き換える

と，違和感が強く受け入れられないといえる。しかしながら，わが国のナショナルサーベ

イである厚生労働省の歯科疾患実態調査の結果によると，1993年（平成 5年）の 75-79歳

以上の 1人平均喪失歯数は 21.4本であったのに対して，2022年（令和 4年）では 10.2本

と大幅に減少するなど，高齢者の口腔保健水準には大きな改善がみられている。国民自身

によるセルフケア及び専門家がサポートする適切な口腔健康管理等により歯の喪失を回避

することが可能となりつつあることが，高齢者の口腔内に存在する歯数が増加傾向を示す

要因と考えられ，近年では，高齢期において多数歯を喪失した状態となっていることは必

ずしも一般的ではなくなってきている。老年歯科医学用語辞典では，「喪失せず残ってい

るという意味で，残存歯という場合が多いが，本人の立場に立つと，この表現は好ましく

ないとの主張は根強い」とされている 3)。そのほか，「残存歯」という表現には，高齢にな

るまでに歯は喪失して当たり前ということが前提となっている語感があり，他の職種にと

っては違和感があるものと考えられる。さらに前述した歯科疾患実態調査では，「現在

歯」が用いられている。近年の国民の口腔保健の実態や保健医療介護の分野をはじめ多職

種連携が推進されている実情を踏まえても，「残存歯」と表記するのは不自然であると考

えられる。 

以上から，今後，本学会に論文等を投稿する場合や学術大会にて発表する場合には，

「晩期残存乳歯」などの例外を除き，口腔内に存在する歯を表現する用語としては「現在

歯」の使用を原則とすることを提案する。ただし，文脈等を考慮し，現在歯数のことを

「歯の本数」または「歯の数」と表現することは差し支えないこととする。 

【文献】 

1) 安藤雄一：「存在（萌出）している歯の数」の呼称はさまざま．歯界展望 124：1028-

1029．2014． 



2) 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課（平成 27年 9月 11日付通知）：児童，

生徒，学生，幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項及び健康診断

票の様式例の取扱いについて．2015.  

3) 日本老年歯科医学会編：老年歯科医学用語辞典. 医歯薬出版，東京，第 2 版，2016，

83-84 頁. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．速食いと早食い 

 肥満は様々な健康障害を引き起こし，生涯にわたって健康を維持するためには肥満予防

が必要である。食行動は肥満と密接に関わっており，食行動の一つとして，ゆっくりよく噛

んで食べることが肥満予防につながることが期待されている。多数の疫学調査により，よく

噛まないで食べることが肥満のリスクを高めることが分かっており 1)，それらが根拠となっ

ている。 

よく噛まないで食べることを表現する用語として「早食い」と「速食い」という２つの用

語が一般的に用いられている。しかし，「早い」と「速い」には，用語集 2, 3)などの解説を

集約すると，以下の違いがある。 

「早い」：主に時間関係。 

「速い」：主に速度関係。 

 

「はやぐい」は，「早弁」のように食べる時間帯が早いというものではなく，食べる速度

が速いことをさす。英文では必ず（といってよいほど） “eating fast”と表記される。こ

のように科学的な観点からみると，「早食い」よりも「速食い」が妥当であると考える。 

言葉の使い方や漢字の読み書きには，本来誤用であっても「慣用」が優先され，誤用の

方がむしろ定着してしまう例が少なくない。たとえば「負けず嫌い」「早口」のように本

来的には「負け嫌い」「速口」が妥当といえるが，誤用といえる前者の方が定着している

ものもある。「はやぐい」については，マスメディアでは「早食い」がデフォルト的な扱

いになっている3)ものの，学術論文等の文献では両者とも使用されており，「早食い」が慣

用化している状況には至っていない。「速食い」と「早食い」どちらも「生活習慣病」と

同様に明確な定義がある学術用語ではないためか，学術論文や学会発表抄録では「咀嚼速

度が速い」という表現がみられる。また，厚生労働省が公表している最新の資料では「食

べる速度が速い」という表現がみられる4)。桑村らは，咀嚼に焦点を当てた研究をレビュ

ーした学術論文の中で，「早い」と「速い」の表記について，広辞苑にある「早い」と

「速い」の解説を引用したうえで，「食べるはやさがはやい」等に関しては統一して「速

い」を用いるとしつつ，これに則ると「はやぐい」は「速食い」と表記すべきところであ

るが，広辞苑では「早食い」が用いられていため，同論文では「早食い」を用いたとして

いる5)。 

以上を考慮すると，本学会は，学術団体として科学的な観点を優先すべきであり，「早食

い」よりも「速食い」を使用することが妥当と考え，「速食い」を用いるよう，内外に主張

することを提案する。 

 

【文献】 

1) Ohkuma T, Hirakawa Y, Nakamura U, et al.： Association between eating rate 

and obesity: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes 39：1589-1596，



2015． 

2) 文化審議会国語文化会：「異字同訓」の漢字の使い分け例（報告）．2014，23頁． 

3) 共同通信社編：記者ハンドブック : 新聞用字用語集，共同通信社，東京，第 14版 

2022，379-380頁． 

4) 厚生労働省健康局：標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）.令和6年4月 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html（2024年

5月 8日アクセス）  

5) 桑村由美，矢田眞美子，石川雄一 他:２型糖尿病を有する人の食行動の中の咀嚼に焦

点をあてた研究の動向. The Journal of Nursing Investigation 6(2):70-82，2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．検診と健診 

「検診」と「健診」はともに読み方が「けんしん」であるため，用語の使用法として適切

か否かの判断がつきかねることが時々見られる。 

一般的には，「検診」はがん検診や骨粗鬆症検診のように特定の疾病の有無を確認する活

動または行為をさし，「健診」は特定健診や後期高齢者健診のように，疾病の有無にとどま

らず，疾病のリスク等を含む健康全般について診査する活動または行為をさすという使い

分けがされている。 

厚生労働省では，厚生科学審議会における検討 1)を踏まえとりまとめられた「健康診査等

専門委員会報告書」（令和元年８月厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会健康診査等専

門委員会）を受け，2020 年 2 月に「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関す

る指針」の一部を改正した 2）。 

 

 

この指針では，図１に示すとおり健康診査は大きく「健診」と「検診」に分けられるとし

たうえで，健診は健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望ましい検査群であ

り，検診は主に特定の疾患自体を確認する検査群であるとされた。なお，「健診」は「健康

診断」および「健康診査」のどちらの短縮形としても使用されているが，学校保健安全法お

よび労働安全衛生法に基づく場合は「健康診断」，それ以外は「健康診査」と呼ばれること

が多いようである。健康診査は，疾病を早期に発見して早期治療につなげること，健康診査



の結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等を行うことにより，疾病の発症および重症

化の予防ならびに生涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促す観点から行われる

ものである 3）という定義もある。加えて，前述したとおり，健康づくりの観点から経時的

に値を把握することが望ましいとあるように，健診は診査後の対応も含めた概念であると

ともに，継続性を重要視しているとも解釈できる。一方，学校保健安全法および労働安全衛

生法では，健康診断の条文とは別の条文で事後措置が規定されており，健康診断も年 1回の

実施が義務づけられ継続性も担保されていることが指摘できる。このような観点から，「健

康診断」および「健康診査」に実質的な違いはないといってよい。 

 歯科領域では，学校保健では学校歯科健診あるいは学校歯科検診，母子保健では妊婦歯科

健診あるいは妊婦歯科検診のように，Web上で確認するだけでも各自治体や歯科医師会から

発出される文書等で表記が混在しているのが現状である。一方，「歯科口腔保健の推進に関

する法律（いわゆる歯科口腔保健法）」では，その第 8条において定期的に歯科に係る検診

（健康診査及び健康診断を含む。）と表記されている。また，「経済財政運営と改革の基本方

針 2022（いわゆる骨太の方針 2022，令和 4年 6月 7日閣議決定）」の第 4章 2項において，

取り組むべき歯科保健医療提供体制の構築と強化のひとつとして，「生涯を通じた歯科健診

（いわゆる国民皆歯科健診）の具体的な検討」とあるように，「歯科健診」と表記されてい

る。なお，歯科口腔保健法については，現行の「定期的に歯科に係る検診（健康診査及び健

康診断を含む。）」を「生涯にわたる定期的な歯科健診」に改めることが予定されているとい

う４）。 

 歯科専門職の視点としては，単にう蝕のみ，歯周疾患のみあるいは口腔がんのみの有無の

確認を目的とする活動は稀であり，前述した厚生労働省の改正指針も踏まえると，今後は，

口腔単位の健康診査ととらえて「歯科健診」という表記に集約される方向にあるといえよう。 

一方，他職種の視点から見ると，「歯科疾患」は全身の疾病の中の一疾患としてとらえられ，

「がん検診」や「骨粗鬆症検診」と同列に「歯科検診」と表記されることが多いようである。 

 以上から，「検診」と「健診」は，上記のことを参考にしたうえで，活動あるいは行為の

目的に応じて使い分けることが妥当であり，歯周疾患，口腔がんなど，特定の疾患の検出の

みを目的とした場合には「検診」を，歯科疾患の有無やそのリスク等も含め，健康全般を扱

う場合は「健診」と表記することを提案する。 

【文献】 

1) 厚生労働省厚生科学審議会（第１回健康診査等専門委員会：2015 年 11 月 18 日）議事

録・資料，http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=311909（2022

年 11月 30日アクセス） 

2) 厚生労働省健康局長，医政局長，労働基準局長，子ども家庭局長，保険局長．「健康増進

事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の一部改正について．2020年 2月

14 日 

3)辻一郎：医学と医療の最前線 健診・検診の評価と動向. 日本内科学会雑誌 106：605-



610，2017． 

4) 週刊 保健衛生ニュース 令和 5（2023）年 6 月 5 日 第 2211 号：48，2023． 

４．糖質関連用語 

（１）糖質 

糖質は，炭水化物から難消化性の食物繊維を除いたもの 1）で，「糖類」「少糖類」「多糖類」

「糖アルコール」の４つに分類されている。 

 

 

 

 

 

 

糖 類 

単糖類 グルコース（ブドウ糖），フルクトース（果糖）， 

ガラクトースなど 

二糖類 スクロース（ショ糖），マルトース（麦芽糖）， 

ラクトース（乳糖）など 

   

糖   質 

少糖類 

（単糖類が３個から 10個程

度結合） 

オリゴ糖各種 

多糖類 

（単糖類が多数結合） 

でんぷん，グルコーゲンなど 

糖アルコール キシリトール，ソルビトール，マルチトールなど 

その他 

（甘味料） 

スクラロース，アスパルテーム，アセスルファムK，

ステビアなど 

              表１      糖 質 の 分 類 

 

（２）糖類 

糖質のうち，単糖類または二糖類であって，糖アルコールでないものをいう 2）。 

（３）糖分 

厳密な定義がなく，甘いものやごはんなどの糖質食品をさすあいまいな言葉として用い

られている。学術用語ではないことから，本学会へ投稿する論文では，引用文献として記述

する文の中に使用されている場合を除き，原則使用しないこととする。 

（４）砂糖 

砂糖は，さとうきびや砂糖大根（甜菜，ビート）などが主な原料となっている甘味物質 1）

で，その主成分はスクロース（ショ糖，sucrose）である。スクロースは，グルコース（ブ

ドウ糖，glucose）とフルクトース（果糖，fructose）が１分子ずつ結合したものである。 

（５）異性化糖 

 酵素反応を利用してでんぷんを人工的にグルコースとフルクトースを主成分とした物質

に作り替えたものである。ただし，グルコースとフルクトースの混合物資ではあるが，スク

ロースと異なり両者が結合しているわけではない。スクロースの甘みの強さ（甘味度）を 100

とすると，グルコースは 65～80，フルクトースは 120～170であることから，異性化糖の甘



味度は，フルクトース 42％の異性化糖（ブドウ糖果糖液糖）が 70～90，フルクトース 55％

の異性化糖（果糖ブドウ糖液糖）が 100～120 とされている。このように異性化糖は甘味が

強いうえにスクロースと比べ価格は安いことから，清涼飲料，菓子類，乳製品などで大量に

使用されている。 

（６）遊離糖類（フリーシュガー：free sugars） 

WHO（世界保健機関）のガイドライン 3）によると，遊離糖類とは，食品加工業者，調理者，

消費者が食品や飲料に添加する単糖類と二糖類のことをいう。はちみつ，シロップ，フルー

ツジュース（果汁），濃縮果汁などにもともと含まれている天然の単糖類と二糖類も含む。

なお，う蝕との発生との関係性がほぼない（あっても低い）ことが疫学研究で報告 4）されて

いる「生鮮果物，野菜や穀物に含まれる天然の糖類」，母乳やミルク，乳製品に含まれる天

然の糖類」は遊離糖類には含めない 5）。 

 

2002 年 WHO/FAO 合同専門委員会 （FAO；国際連合食糧農業機関）は，炭水化物の分類に

おいて「遊離糖類」という用語を初めて用いて，健康への影響を調べた 4）。WHOガイドライ

ンでは，肥満とう蝕のシステマティックレビューを科学的根拠として，遊離糖類の摂取を抑

えるよう強い勧告が示されている 3,6）。 

・推奨 1：WHOはライフコースの全体を通して，遊離糖類の摂取を減らすことを 

推奨する（強い推奨）。 

・推奨 2：WHOは成人および小児の両方において，遊離糖類の摂取量を総エネルギー摂取 

の 10％未満に減らすことを推奨する（強い推奨）。 

・推奨 3：WHOはさらに，遊離糖類の摂取量を総エネルギー摂取の 5％までに減らす 

ことを提案する（条件付き推奨）。 

（７）添加糖類（アデッドシュガー：added sugar） 

食品の加工中に添加された糖類で，ミルク，果実，野菜など食物素材中に含まれていない

ものと米国食品医薬品局（FDA）では定義している 7）。 

2012年に Nature 誌に“The toxic truth about sugar”という論説が掲載され，添加糖

類の健康への影響がクローズアップされた 8）。 

遊離糖類と添加糖類は類似した概念であるが，前者は，はちみつ，シロップ，フルーツジ

ュース（果汁），濃縮果汁などに含まれる天然の単糖類と二糖類を含めるのに対し，後者は

それらを含めないという違いがあるとされている 9）。 
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